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図 0-1

○指定などの措置がとられているか否�
　かにかかわらず、歴史上または芸術�
　上など価値が高い、あるいは人々の�
　生活の理解のために必要なすべての�
　文化的所産�
○（仮称）尾道市歴史文化資源市民登録�
　制度では、申請時に指定または登録�
　されている文化財を除く（後述：第�
　４章を参照）�
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無形民俗文化財
(県･市指定)

有形文化財:建造物
記念物:史跡
記念物:名勝
記念物:天然記念物

尾道市重要文化財

有形文化財:建造物
記念物:史跡
記念物:名勝
記念物:天然記念物

広島県重要文化財

浄土寺多宝塔
浄土寺本堂
浄土寺多宝塔
浄土寺本堂

向上寺三重塔向上寺三重塔

有形文化財:建造物
記念物:名勝

国宝・重要文化財
・登録文化財

Ｎ

【塩田の記憶と港町の歴史文化保存活用区域】【塩田の記憶と港町の歴史文化保存活用区域】

【寺と町家と港町の歴史文化保存活用区域】【寺と町家と港町の歴史文化保存活用区域】

向上寺三重塔向上寺三重塔

浄土寺多宝塔
浄土寺本堂
浄土寺多宝塔
浄土寺本堂
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捉える




